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岩　手
岩手県勤労身体障が
い者体育館

Ｓ５２ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
指定管理が平成22年度で期限が切れるが、来年度以降
も継続して指定管理者制度で実施予定。

秋　田
秋田県勤労身体障害
者スポーツセンター

Ｓ５１ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
以外の公益
法人

指定管理が平成22年度で期限が切れる。来年度以降の
検討をしていたが、競技団体の強い要望があり、指定管
理を継続していく予定。

群　馬
群馬県勤労福祉セン
ター

Ｓ５９ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
指定管理が平成22年度で期限が切れる。現在の期間は5
年間であるが、来年度以降の期間は3年間に短縮し、様
子を見ていく予定。

埼　玉 埼玉県労働会館 Ｓ４０ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
以外の公益
法人

廃止（施行期日平成２２年４月１日））

八王子労政会館 Ｓ２８

国分寺労政会館 Ｈ１５

神奈川
神奈川県立かながわ
労働プラザ

Ｈ７ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
以外の公益
法人

継続

長野県佐久勤労者福
祉センター

Ｓ４２

長野県飯田勤労者福
祉センター

Ｓ４２

長野県松本勤労者福
祉センター

Ｓ４７

長野県伊那勤労者福
祉センター

Ｓ５０

長野県中野勤労者福
祉センター

Ｓ５５

長野県木曽勤労者福
祉センター

Ｈ２

長野県戸倉野外趣味
センター

Ｓ５０

金沢勤労者プラザ Ｓ５９ 区分所有

指定管理者制度では
ないが、県と市が土
地・建物を無償貸付を
している。（赤字が出た
ときは県と市で補てん）

県出資法人
（県と金沢市
で同額出資）

継続

石川県職業能力開発
プラザ

Ｓ４０ ― ― ― ―

静岡県静岡労政会館
（静岡県勤労者総合会
館の中にあり）

Ｓ６０
県所有
区分所有

指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人 継続

静岡県沼津労政会館 Ｓ４８ ― ― ― ―

尾西勤労青尐年福祉
センター

Ｓ４９

豊橋勤労福祉会館 Ｓ５１

一宮勤労福祉会館 Ｓ５８

半田勤労福祉会館 Ｓ５３

津島勤労福祉会館 Ｓ５２

サンライフ名古屋 Ｓ５６

継続直営 ―

県所有
（建物）賃
貸（土地）

指定管理者制度を導
入（非公募）

県出資法人
以外の公益
法人

検討中

県所有
指定管理者制度を導
入（非公募）

県出資法人
以外の公益
法人

「あいち行革大網2005」「愛知県第５次行革大綱」により、
５施設を廃止済。残りの６施設についても、今後順次廃止
予定。

他県の勤労者福祉施設の状況

東　京 都所有

（資料：群馬県、奈良県の全国調査による）

石　川

長　野

愛　知

静　岡

資料５
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三　重
三重県勤労者福祉会
館

Ｓ４９ 県所有

３階から５階が行政財
産、１,２,６階及び地下
１階が普通財産に区分
され、普通財産部分は
県が（財）三重県勤労
福祉協会へ無償貸与
している。また、（財）三
重県勤労福祉協会が
必要最小限の館全体
の管理事務業務を担っ
ている。

県出資法人 継続

京都府立城南勤労者
福祉会館

Ｓ６２ ― 継続

京都府立山城勤労者
福祉会館

Ｓ６０ 民間会社 継続

京都府立口丹波勤労
者福祉会館

Ｓ５８ ― 継続

京都府立中丹勤労者
福祉会館

Ｓ５８ 民間会社 継続

京都府立舞鶴勤労者
福祉会館

Ｓ６１ ― 継続

京都府立丹後勤労者
福祉会館

Ｓ５７ ― 継続

京都府民総合交流プラ
ザ

Ｈ８ 県出資法人 継続

大　阪
大阪府立労働センター
（エル・おおさか）

Ｓ５３ 府所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人
以外の公益
法人（民間法
人とのグルー
プによる）

継続

兵庫県中央労働セン
ター

Ｓ５２

姫路労働会館 Ｓ６１

奈良労働会館 Ｓ２７

中和労働会館 Ｓ２９

南和労働会館 Ｓ６２

和歌山県勤労福祉会
館

Ｓ５９

労働センター Ｈ１０

岡　山 岡山テルサ Ｈ１０ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

民間会社
平成23年3月で県の施設としては廃止をする予定であり、
現在民間の譲渡先を探している。

福　岡
北九州勤労青尐年文
化センター（北九州パレ
ス）

Ｓ５７ 県所有

指定管理者制度を導
入（非公募）
※平成２１～２２年度
の２年間について、公
社を個別選定としてい
る。

県出資法人 継続

長　崎 長崎県勤労福祉会館 Ｓ４７ 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

民間会社 継続

熊　本
熊本勤労者総合福祉
センター

Ｈ８ 共有名義 直営 ― 継続

※上記以外の都道府県については、都道府県による設置なし。

―

継続

奈　良

県出資法人

南和労働会館については、平成21年度末に貸館業務は
廃止し、行政財産から普通財産とした。残り2館の方針に
ついて現在検討中。

和歌山 県所有
指定管理者制度を導
入（公募）

県所有 直営

府所有京　都

兵　庫 県所有
指定管理者制度を導
入（非公募）

指定管理者制度を導
入（公募）

県出資法人 継続






